
　
鄙
牟
王
物
語
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

　
　
　
－
好
太
王
碑
文
と
牟
頭
婁
墓
誌
の
鄙
牟
王
物
語
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
　
田
　
　
　
尚

　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
中
国
史
料
の
『
梁
書
』
高
句
麗
伝
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
高
句
麗

は
、
そ
の
先
は
東
明
に
出
自
す
」
と
記
し
、
夫
余
王
の
始
祖
の
東

明
王
が
夫
余
に
い
た
っ
て
王
と
な
っ
た
物
語
を
述
べ
、
末
尾
に

「
そ
の
後
支
、
別
れ
て
切
腹
の
種
と
な
る
」
と
記
す
。
こ
の
『
梁

書
』
高
句
麗
伝
に
載
せ
る
「
東
明
王
物
語
」
と
ほ
ぼ
同
文
の
物
語

は
、
『
後
漢
書
』
夫
余
伝
、
『
三
国
志
』
夫
余
伝
所
引
「
魏
略
」
、

『
論
衡
』
に
も
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
成
書
の
年
次
か
ら
い
え
ば
一

世
紀
後
半
の
『
論
衡
』
が
最
古
の
史
料
と
い
え
る
。

　
中
国
史
料
に
記
さ
れ
た
高
句
麗
王
の
始
祖
の
物
語
に
は
、
別
に

『
魏
書
』
高
句
麗
伝
の
も
の
か
お
る
。
同
伝
の
冒
頭
に
は
、
「
高
句

麗
は
夫
余
に
出
で
、
祖
先
は
朱
蒙
と
自
ら
言
う
」
と
あ
り
、
「
朱

蒙
王
物
語
」
を
記
す
。
こ
の
「
朱
蒙
王
物
語
」
の
粗
筋
は
、
上
述

の
「
東
明
王
物
語
」
の
そ
れ
と
非
常
に
よ
く
似
て
お
り
、
従
来
か

ら
こ
の
二
つ
の
物
語
の
関
係
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
「
東
明
王
物
語
」
は
、
本
来
か
ら
高
句
麗
の
始
祖
伝
承
で
あ
っ

た
も
の
を
、
『
論
衡
』
が
誤
っ
て
夫
余
の
始
祖
伝
承
と
し
て
記
し

た
〔
那
珂
通
世
『
那
珂
通
世
遺
書
』
（
一
九
一
五
年
・
大
日
本
図
書
）

原
論
文
発
表
年
一
八
九
四
年
〕
と
か
、
「
東
明
王
物
語
」
は
夫
余

王
の
始
祖
物
語
で
あ
り
、
夫
余
が
弱
体
化
し
た
後
に
、
高
句
麗
王

が
夫
余
を
支
配
す
る
目
的
も
あ
っ
て
、
改
作
し
て
自
国
の
始
祖
王

の
物
語
と
し
た
　
〔
白
鳥
庫
吉
『
白
馬
庫
吉
全
集
第
五
巻
』
（
一
九

七
〇
年
・
岩
波
書
店
）
原
論
文
発
表
年
一
九
三
六
年
〕
と
か
、
「
東

明
王
物
語
」
は
夫
余
の
始
祖
王
の
物
語
で
あ
り
、
「
朱
蒙
王
物
語
」

は
高
句
麗
の
そ
れ
で
あ
り
、
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
〔
今
西
龍

『
朝
鮮
古
史
の
研
究
』
（
一
九
七
〇
年
・
国
書
刊
行
会
）
原
論
文
発
表

年
一
九
一
五
年
〕
と
か
、
本
来
別
個
の
物
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、

「
東
明
王
物
語
」
の
影
響
を
受
け
て
改
変
さ
れ
て
「
朱
蒙
王
物
語
」

と
し
て
完
成
し
た
〔
神
崎
勝
「
夫
鯨
・
高
句
麗
の
建
国
伝
承
と
百

済
王
家
の
始
祖
伝
承
」
（
佐
伯
有
清
古
稀
記
念
会
『
日
本
古
代
の
伝
承

と
東
ア
ジ
ア
』
一
九
九
五
年
・
吉
川
弘
文
館
）
〕
と
か
の
説
が
あ
る
。

　
筆
者
は
、
両
物
語
を
一
応
は
別
個
の
も
の
と
み
て
、
両
物
語
へ

の
中
国
か
ら
の
影
響
を
調
べ
、
物
語
の
源
流
は
中
国
に
あ
り
、
中
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国
人
が
中
国
に
お
い
て
東
夷
世
界
の
夫
余
王
な
り
高
句
麗
王
な
り

に
仮
託
し
て
述
べ
た
東
夷
世
界
の
始
祖
王
物
語
が
、
両
国
に
受
容

さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
両
王
権
に
奉
仕
し
て
そ
の
一
部
を
構
成
し

た
中
国
系
人
士
が
、
自
己
の
中
国
的
素
養
の
な
か
で
創
作
し
た
始

祖
王
物
語
で
あ
る
と
考
え
た
〔
拙
稿
「
古
代
東
北
ア
ジ
ア
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
（
追
手
門
学
院
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
会
編
『
他
文

化
を
受
容
す
る
ア
ジ
ア
』
二
〇
〇
〇
年
・
和
泉
書
院
）
〕
。

　
同
上
拙
稿
の
「
ま
と
め
に
か
え
て
」
の
部
分
に
お
い
て
、
好
太

王
碑
文
な
ど
の
始
祖
王
の
物
語
で
あ
る
「
鄙
牟
（
す
つ
ぼ
う
）
王

物
語
」
に
も
論
及
し
た
の
で
、
そ
の
部
分
を
補
強
す
る
意
味
も

あ
っ
て
、
本
稿
で
は
「
郡
牟
王
物
語
」
と
中
国
の
関
係
な
ど
、

「
鄙
牟
王
物
語
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
一
　
好
太
王
碑
文
の
「
鄭
牟
王
物
語
」
と
中
国
の
影
響

　
好
太
王
碑
文
は
、
高
句
麗
の
一
九
代
王
（
『
三
国
史
記
』
に
よ
る
、

碑
文
で
は
「
一
七
世
孫
」
）
と
さ
れ
る
国
岡
上
広
開
土
境
平
安
好
太

王
（
在
位
三
九
一
～
四
こ
一
年
）
の
功
績
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

碑
文
中
に
好
太
王
が
山
陵
に
遷
さ
れ
た
の
は
「
甲
寅
年
九
月
廿
九

日
」
と
あ
り
、
碑
を
建
て
勲
績
を
銘
記
し
た
と
記
す
か
ら
、
甲
寅

年
つ
ま
り
四
一
四
年
に
は
碑
文
が
完
成
し
て
い
た
。

　
碑
文
の
「
郷
牟
王
物
語
」
は
、
碑
文
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
適
宜
の
段
落
に
区
切
り
、
記
号
を
付
し
て
記
す
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

　
１
　
好
太
王
碑
文
の
「
郡
牟
王
物
語
」

　
倒
　
惟
昔
始
祖
鄙
牟
王
之
創
基
也
。
出
自
北
夫
絲
。

　
㈲
　
天
帝
之
子
。
母
河
伯
女
郎
。

　
㈲
　
剖
卵
降
世
生
。

　
㈲
圃
有
聖
□
□
□
□
□
□
命
駕
巡
幸
南
下
。

　
㈲
　
路
由
夫
胎
奄
利
大
水
。
王
臨
津
言
曰
。
我
是
皇
天
之
子
。

　
　
　
母
河
伯
女
郎
。
鄙
牟
王
。
為
我
連
敗
浮
亀
。
臆
聾
即
為
連

　
　
　
蔽
浮
館
。
然
後
造
渡
。

　
剛
　
於
沸
流
谷
忽
本
西
。
城
山
上
而
建
都
焉
。

　
㈲
　
不
楽
世
位
。

　
㈲
　
天
遣
黄
龍
。
来
下
迎
王
。
王
於
忽
本
東
苫
。
履
龍
首
昇
天
。

　
倒
　
顧
命
世
子
儒
留
王
。
以
道
興
治
。
大
朱
留
王
。
紹
承
基
業
。

　
　
　
遅
十
七
世
孫
国
苫
上
廣
開
土
境
平
安
好
太
王
。

　
次
に
こ
れ
ら
の
段
落
に
つ
い
て
、
中
国
の
物
語
と
の
関
係
を
見

て
い
き
た
い
。

　
固
は
、
始
祖
王
の
名
と
出
自
を
記
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
問
題
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は
な
い
。
た
だ
し
漢
字
を
用
い
て
漢
文
で
記
す
こ
と
自
体
、
中
国

文
化
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
中
国
の
圧
倒
的
な
影
響

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
㈲
は
、
鄙
牟
王
が
「
天
帝
の
子
」
で
あ
り
、
母
は
「
河
伯
の
女

郎
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
天
帝
」
と
「
河

伯
」
と
い
う
概
念
は
、
中
国
の
「
天
の
至
上
存
在
」
と
「
河

（
水
）
の
神
」
と
い
う
観
念
を
借
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
天
帝

の
子
」
な
ら
び
に
「
母
は
」
と
い
う
表
記
は
、
男
子
の
直
系
を
重

視
す
る
記
述
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
中
国
の
血
統
観
念
の
影
響
が
見

ら
れ
る
。

　
次
に
㈲
に
見
ら
れ
る
天
帝
と
水
神
の
娘
の
結
婚
と
い
う
テ
ー
マ

で
あ
る
が
、
中
国
で
の
類
似
の
物
語
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。

　
『
楚
辞
』
天
問
に
は
、
「
帝
降
夷
葬
　
革
撃
夏
民
／
胡
敏
夫
河
伯

而
妻
彼
雛
婉
」
と
あ
る
。
罪
は
太
陽
を
射
落
と
し
た
物
語
を
持
ち
、

太
陽
の
支
配
者
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
葬
は
洛
水
の
女
神
（
雛

婉
）
と
結
婚
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
『
山
海
経
』
巻
一
五
・
大
荒
南
経
に
は
、
「
東
南
海
之

外
。
甘
水
之
間
。
有
哉
和
之
国
。
有
女
子
名
曰
哉
和
。
方
日
浴
于

甘
淵
。
蔵
和
者
帝
俊
之
妻
。
生
十
日
」
と
あ
る
。
哉
和
の
国
は

「
甘
水
の
間
」
に
あ
る
の
で
あ
り
、
義
和
は
水
の
女
神
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
木
の
女
神
が
甘
水
の
淵
で
日
浴
す
な
わ
ち
太
陽
光

を
浴
び
て
、
帝
俊
の
妻
と
し
て
、
一
〇
個
の
太
陽
を
生
ん
だ
の
で

あ
る
。
帝
悛
は
太
陽
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
拾
遺
記
』
巻
一
に
は
「
帝
悟
之
妃
鄙
屠
氏
之
女
也
。
軒
蛤
去

蛍
尤
之
凶
。
遷
其
民
善
者
於
郡
屠
之
地
。
遷
悪
者
於
有
北
之
郷
。

具
先
以
地
命
族
。
後
分
為
鄙
氏
屠
氏
。
女
行
不
践
地
。
常
履
風
雲
。

游
於
伊
洛
。
帝
乃
期
焉
。
納
以
為
妃
」
と
あ
る
。
帝
悟
の
妃
の
鄙

屠
氏
の
女
は
、
常
に
風
と
雲
を
履
い
て
、
伊
水
と
洛
木
に
遊
ぶ
と

あ
る
の
で
、
こ
の
娘
は
水
の
女
神
で
あ
る
。

　
葬
、
帝
俊
、
帝
傷
と
水
の
神
と
の
結
婚
の
例
を
見
て
き
た
が
、

罪
、
帝
俊
、
帝
昏
な
ど
は
、
中
国
の
神
話
的
な
帝
王
で
あ
り
、
彼

ら
神
話
的
帝
王
の
総
合
像
を
天
帝
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

こ
れ
ら
に
よ
り
天
帝
と
水
の
女
神
の
結
婚
の
テ
ー
マ
も
中
国
に
先

例
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
㈲
は
「
剖
（
さ
）
け
た
る
卵
、
世
に
降
り
て
生
ま
る
」
は
、
卵

か
ら
誕
生
し
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
卵
生
説
話
」
と
呼
ば
れ
る

類
型
の
説
話
で
あ
る
。
こ
の
類
型
の
誕
生
説
話
は
、
中
国
東
部
に

起
源
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
考
え
た
こ
と
が
あ
り
〔
拙
稿
「
徐
の
長
王
と
夫
余
の
東
明
王
の

物
語
ト
東
夷
世
界
の
移
動
・
拡
大
と
物
語
の
伝
播
－
」
（
『
ア
ジ
ア

文
化
学
科
年
報
』
二
号
・
一
九
九
九
年
）
〕
、
中
国
東
部
に
起
源
を
持

一
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つ
卵
生
説
話
が
、
東
夷
世
界
の
移
動
・
拡
大
と
と
も
に
、
高
句
麗

な
ど
に
伝
播
し
た
の
で
あ
る
。

　
㈲
の
冒
頭
の
字
の
「
圃
」
は
、
不
確
実
な
字
で
あ
り
、
「
子
」

の
字
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
「
子
」
と
見
れ
ば
、
㈲
は
「
子
有
聖

□
□
…
…
」
と
な
る
が
、
記
述
自
体
は
出
自
の
地
の
北
夫
胎
か
ら

の
南
下
の
説
明
で
あ
り
、
あ
ま
り
問
題
は
な
い
。

　
㈲
は
、
南
下
し
て
夫
余
の
奄
利
大
水
に
到
着
し
た
際
の
物
語
で

あ
る
。
物
語
と
し
て
は
、
大
水
（
大
河
）
に
到
着
し
、
「
対
岸
に

わ
た
る
橋
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
記
述
を
補
え
ば
意
味
が
通
じ
や

す
い
。
「
東
明
王
物
語
」
や
「
朱
蒙
王
物
語
」
で
は
、
追
っ
手
に

追
わ
れ
て
河
に
い
た
り
、
魚
篭
（
魚
や
亀
）
に
命
じ
て
橋
を
架
け

さ
せ
、
そ
れ
を
渡
っ
て
逃
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
い
っ

そ
う
「
橋
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
記
述
を
補
い
た
く
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
碑
文
そ
の
も
の
に
は
㈲
の
よ
う
に
、
「
橋
」
に

関
す
る
記
述
は
Ｉ
切
な
い
。
粗
筋
で
類
似
す
る
東
明
王
物
語
や
朱

蒙
王
物
語
と
い
っ
た
ん
切
断
し
て
、
碑
文
の
鄙
牟
王
物
語
を
独
自

の
物
語
と
想
定
し
て
み
れ
ば
、
㈲
の
「
而
有
聖
」
あ
る
い
は
「
子

有
聖
」
と
士
字
目
が
「
而
」
で
あ
ろ
う
と
「
子
」
で
あ
ろ
う
と
、

生
ま
れ
な
が
ら
に
「
聖
」
性
を
持
っ
て
誕
生
し
た
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
の
記
述
は
、
こ
の
「
聖
」
性
の
強

調
の
観
点
か
ら
記
述
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
う
す
れ
ば
４
宇
目
か
ら
９
宇
目
ま
で
の
欠
字
の
部
分
に
も
、

王
の
「
聖
」
な
る
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、
東
明

王
物
語
や
朱
蒙
王
物
語
の
よ
う
に
迫
害
を
受
け
た
な
ど
と
い
う
記

述
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
1
0
字
目
以
降
の
「
命
駕
巡
幸

南
下
」
と
い
う
表
現
も
、
迫
害
か
ら
逃
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
決

し
て
切
迫
し
た
状
況
に
よ
る
南
下
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

王
の
「
聖
」
性
か
ら
生
じ
る
王
の
主
体
的
な
意
向
に
よ
り
、
王
は

堂
々
と
「
駕
に
命
じ
て
、
巡
り
幸
し
て
南
下
」
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
㈲
も
ま
た
「
聖
」
王
の
「
聖
」
的
行

為
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
「
橋
が
な
い
」
な
ど
を
補
う
必
要
は
な

い
。
鄙
牟
王
は
、
「
夫
飴
の
奄
利
大
水
」
に
至
り
、
「
津
に
臨
ん

で
」
、
自
か
ら
の
聖
な
る
血
脈
を
宣
告
し
、
敗
（
葦
）
に
命
じ
て

連
な
ら
し
め
、
亀
に
命
じ
て
浮
か
び
上
が
ら
し
め
、
そ
れ
ら
を

伝
っ
て
対
岸
に
渡
る
と
い
う
聖
的
行
為
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
連
敗
」
に
つ
い
て
は
中
国
の
先
例
を
探
し
得
な
か
っ
た
が
、

「
浮
島
」
に
つ
い
て
は
、
『
竹
書
紀
年
』
穆
王
三
七
年
条
に
「
伐
楚
。

大
起
九
師
。
東
至
千
九
江
。
叱
纒
羅
（
げ
ん
た
／
か
め
わ
に
）
。
以

為
梁
」
と
あ
り
、
こ
う
し
た
中
国
の
物
語
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

「
浮
島
」
の
構
想
に
水
辺
の
風
景
を
連
想
す
れ
ば
、
「
連
敗
」
の
発

想
は
容
易
で
あ
る
か
ら
、
㈲
に
つ
い
て
も
中
国
の
影
響
を
受
け
て

い
る
と
見
て
良
い
。
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㈲
に
つ
い
て
は
、
場
所
の
記
述
で
あ
る
の
で
、
問
題
は
な
い
。

　
㈲
は
鄙
牟
王
が
こ
の
世
の
王
位
に
あ
る
こ
と
を
楽
し
ま
な
か
っ

た
た
め
に
、
㈲
天
が
黄
龍
を
遣
わ
し
て
王
を
迎
え
に
下
ら
せ
、
王

は
忽
本
の
東
の
岡
上
か
ら
竜
の
首
を
踏
ん
で
天
に
昇
っ
た
こ
と
を

記
す
。
こ
れ
は
、
東
明
王
物
語
や
朱
蒙
王
物
語
に
は
、
ま
っ
た
く

見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
主
題
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
王
が
黄
龍
に
乗
っ
て

天
に
昇
る
こ
と
に
つ
い
て
の
中
国
の
類
例
は
、
『
史
記
』
巻
二
八

「
封
禅
書
」
に
、
「
黄
帝
釆
首
山
銅
、
鋳
鼎
於
荊
山
下
。
鼎
既
成
。

有
龍
垂
胡
頷
下
迎
黄
帝
。
黄
帝
上
騎
。
群
臣
後
宮
従
上
者
七
十
余

人
。
龍
乃
上
去
。
余
小
臣
不
得
上
。
乃
悉
持
龍
頷
。
龍
顔
抜
。
堕
。

堕
黄
帝
之
弓
。
百
姓
仰
望
黄
帝
既
上
天
。
乃
抱
其
弓
与
胡
頷
貌
。

故
後
世
因
名
其
處
曰
鼎
湖
。
其
弓
曰
烏
琥
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
下

敷
き
に
す
れ
ば
、
㈲
の
記
述
は
容
易
で
あ
り
、
㈲
も
中
国
の
影
響

を
受
け
て
い
る
。

　
倒
の
「
世
子
」
、
「
紹
承
」
、
「
逞
十
七
世
孫
」
な
ど
は
、
男
子
の

直
系
世
襲
観
念
に
基
づ
く
記
述
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
中
国
の
影

響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
「
以
道
興
治
」
も
中
国
の
観
念
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
鄙
牟
王
物
語
も
ま
た
、
東
明
王
物
語
や

朱
蒙
王
物
語
と
同
様
に
、
中
国
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
も
の
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
上
に
述
べ
た
部
分
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
東

明
王
物
語
や
朱
蒙
王
物
語
と
は
異
な
る
中
国
か
ら
の
影
響
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

二
　
東
明
王
物
語
、
朱
蒙
王
物
語
と
部
牟
王
物
語

　
三
つ
の
物
語
の
注
目
す
べ
き
対
比
点
を
あ
げ
て
、
示
し
て
お
き

た
い
。
東
明
王
物
語
は
『
論
衡
』
、
朱
蒙
王
物
語
は
『
魏
書
』
、
鄙

牟
王
物
語
は
『
好
太
王
碑
文
』
に
よ
る
。

Ａ
　
父
と
母

東
明
王
　
父
＝
天
か
ら
下
っ
た
卵
の
大
き
さ
の
「
気
」
。

　
　
　
　
母
＝
流
離
国
王
の
侍
婢
。

朱
蒙
王
　
父
＝
日
（
太
陽
）
／
母
＝
河
伯
の
娘
。

鄙
牟
王
　
父
＝
天
帝
／
母
＝
河
伯
女
郎
。

Ｂ
　
南
下
の
理
由

東
明
王
　
流
離
国
王
に
よ
る
殺
害
か
ら
の
脱
出
。

朱
蒙
王
　
夫
余
王
の
臣
下
に
よ
る
殺
害
か
ら
の
脱
出
。

鄙
牟
王
　
巡
幸
し
て
南
下
。
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Ｃ
　
魚
な
ど
の
橋

　
東
明
王
　
水
を
弓
で
撃
つ
と
魚
篭
が
浮
か
び
上
が
っ
て
橋
と
な

り
、
東
明
王
が
対
岸
に
渡
る
と
魚
離
は
解
散
し
て
、
追
っ
手
は
渡

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
朱
蒙
王
　
川
水
に
対
し
「
私
は
日
の
子
で
あ
り
、
河
伯
の
外
孫

で
あ
る
」
と
名
乗
り
、
援
助
を
求
め
る
と
魚
篭
が
浮
か
び
上
が
り

橋
と
な
り
、
朱
蒙
王
が
対
岸
に
渡
る
と
魚
篭
は
解
散
し
て
、
追
っ

手
は
渡
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
鄙
牟
王
　
津
に
臨
ん
で
「
私
は
皇
天
の
子
、
母
は
河
伯
女
郎
の

鄙
牟
王
で
あ
る
。
我
が
為
に
販
は
連
な
り
亀
は
浮
か
べ
」
と
い
う

と
、
声
に
応
じ
て
蔑
は
連
な
り
亀
は
浮
か
ん
だ
の
で
、
渡
り
終
え

た
。

　
Ｄ
　
王
の
昇
天

　
東
明
王
　
記
述
な
し
。

　
朱
蒙
王
　
記
述
な
し
。

　
郡
牟
王
　
世
の
位
に
あ
る
こ
と
を
楽
し
ま
な
か
っ
た
の
で
、
天

が
黄
龍
を
遣
わ
し
て
、
王
を
忽
本
東
岡
に
迎
え
し
め
、
龍
の
首
を

履
ん
で
昇
天
し
た
。

東
明
王
物
語
、
朱
蒙
王
物
語
、
郡
牟
王
物
語
は
、
必
ず
し
も
単

系
の
物
語
の
発
展
系
列
に
位
置
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
上
に
東
明
王
物
語
と
朱
蒙
王
物
語
は
、

中
国
の
資
料
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
夫
余
あ
る
い
は
高
句

麗
の
現
地
に
本
当
に
流
布
し
て
い
た
も
の
と
一
致
す
る
の
か
ど
う

か
、
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
点
を
考
慮
に
入
れ
た
と

じ
て
も
な
お
、
三
つ
の
物
語
に
は
構
想
上
の
展
開
が
見
て
と
れ
る
。

　
Ａ
の
父
に
つ
い
て
い
え
ば
、
東
明
王
＝
「
気
」
と
い
う
漠
然
た

る
観
念
↓
朱
蒙
王
＝
太
陽
と
い
う
自
然
存
在
↓
鄙
牟
王
＝
「
天
帝
」

と
い
う
中
国
的
観
念
を
借
用
し
九
天
上
界
の
至
高
存
在
、
と
い
う

展
開
が
あ
る
。
母
に
つ
い
て
は
、
東
明
王
＝
王
の
侍
婢
と
い
う
実
　
　
一

在
者
観
念
↓
朱
蒙
王
＝
河
伯
の
娘
つ
ま
り
〈
河
の
女
神
・
水
の
女
　
　
1
9

神
〉
と
い
う
観
念
的
〈
神
的
〉
存
在
・
鄙
牟
王
＝
河
伯
女
郎
ヽ
と
　
　
一

い
う
展
開
が
あ
る
。

　
Ｂ
の
「
南
下
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
東
明
王
＝
王
に
よ
る
迫

害
↓
朱
蒙
王
＝
臣
下
に
よ
る
迫
害
↓
鄙
牟
王
＝
王
の
意
志
、
と
い

う
展
開
が
あ
る
。
迫
害
の
主
体
が
王
か
ら
臣
下
に
転
じ
て
い
る
こ

と
は
、
王
は
善
意
の
存
在
と
い
う
観
念
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
と
す
れ
ば
、
王
を
超
越
者
と
す
る
観
念
の
萌
芽
で
あ
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
王
に
は
聖
性
か
お
る
と
い
う
観
念
に
容
易

に
転
化
す
る
。

　
Ｃ
の
「
魚
な
ど
の
橋
」
で
は
、
東
明
王
＝
水
を
弓
で
撃
ち
、
魚



や
篭
の
援
助
を
得
る
↓
朱
蒙
王
＝
自
か
ら
の
系
譜
を
名
乗
っ
て
援

助
を
求
め
、
魚
や
篭
の
援
助
を
得
る
↓
鄙
牟
王
＝
系
譜
を
名
乗
り
、

蔑
や
亀
に
命
令
し
て
従
わ
せ
る
、
と
い
う
展
開
が
あ
る
。
東
明
王

の
場
合
は
水
面
を
武
器
で
撃
っ
て
、
つ
ま
り
武
器
に
よ
る
脅
迫
で

魚
や
篭
を
従
わ
せ
て
お
り
、
朱
蒙
王
の
場
合
に
は
名
乗
り
、
つ
ま

り
自
か
ら
の
存
在
を
告
知
し
た
上
で
、
援
助
を
要
請
し
て
魚
や
篭

を
従
わ
せ
て
お
り
、
鄙
牟
王
の
場
合
は
自
か
ら
の
存
在
を
告
知
し

た
上
で
、
蔑
や
亀
に
命
令
し
て
い
る
。
武
力
十
要
請
↓
章
言
十
要

請
↓
宣
言
十
命
令
と
い
う
展
開
の
中
に
、
王
の
超
越
性
や
聖
化
か

う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
相
手
は
、
魚
篭
＝
魚
篭
↓
薩
と
亀
と

い
う
よ
う
に
、
鄙
牟
王
の
場
合
に
は
動
物
の
み
な
ら
ず
植
物
を
も

従
わ
せ
る
聖
性
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
鄙
牟
王
物
語
で
は
王
は
、
超
越
し
た
天
上
界
の

至
高
存
在
の
父
と
、
神
的
存
在
で
あ
る
水
の
女
神
の
母
の
間
に
生

ま
れ
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
聖
的
存
在
で
あ
り
、
聖
性
に
導
か

れ
て
南
下
し
て
大
水
の
ほ
と
り
に
い
た
り
、
自
か
ら
の
聖
な
る
血

脈
を
宣
告
し
て
動
植
物
に
命
じ
て
霊
異
を
起
こ
さ
せ
、
沸
流
谷
の

西
の
城
山
の
上
に
都
を
建
て
た
。
こ
の
よ
う
に
聖
性
が
強
化
さ
れ

た
鄙
牟
王
は
、
聖
的
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
天
帝
と
酷
似
し
た
存

在
と
な
る
か
ら
、
俗
世
界
に
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
で
酷
似
存
在
の
天
帝
の
も
と
に
戻
る
と
い
う
物
語
の

構
想
が
必
要
と
な
る
。

　
そ
う
し
て
借
用
さ
れ
た
の
が
、
中
国
の
黄
帝
が
龍
に
乗
っ
て
昇

天
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
鄙
牟
王
は
黄
龍
に
乗

り
昇
天
し
て
、
天
帝
の
も
と
へ
戻
る
物
語
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

鄙
牟
王
物
語
は
こ
れ
に
よ
り
、
天
上
界
↓
下
界
（
俗
世
界
）
↓
天
上

界
と
い
う
円
環
構
造
を
取
り
、
鄙
牟
王
は
天
上
界
か
ら
常
に
俗
世

界
を
見
守
る
超
越
的
な
始
祖
王
と
な
っ
た
。

　
碑
文
の
鄙
牟
王
物
語
の
要
点
は
こ
こ
に
あ
り
、
二
代
儒
留
王
、

三
代
大
朱
留
王
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
一
七
代
好
太
王
ま
で
累
代

の
王
た
ち
は
、
鄙
牟
王
の
聖
な
る
血
脈
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、

天
上
界
に
天
帝
の
子
と
し
て
存
在
し
続
け
る
不
滅
不
死
の
鄙
牟
王

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
性
は
守
護
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
俗

世
界
に
お
い
て
超
越
的
な
支
配
権
を
保
障
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
碑
文
の
鄙
牟
王
物
語
は
、
鄙
牟
王
が
天
上
界
に
戻

る
と
い
う
構
想
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
始
祖
王
の
字
義
ど
お

り
の
意
味
で
の
「
神
話
」
を
完
成
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
問
題
は
い

く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鄙
牟
王
を
「
天
帝
の
子
」

と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中
国
観
念
の
「
天
帝
」
を
天
上
界
の

至
高
存
在
と
措
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
天
上
界
に
戻
る

装
置
に
「
黄
龍
」
と
い
う
中
国
観
念
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
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た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
上
界
そ
の
も
の
が
中
国
観
念
に

依
拠
し
た
天
上
界
で
あ
り
、
高
句
麗
独
自
の
天
上
界
を
描
き
出
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
郡
牟
王
神
話
は
ま

だ
ま
だ
中
国
世
界
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
人
を
葬
る
に
あ
た
っ
て
墓
の
そ
ば
に
碑
を
立

て
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
中
国
の
葬
法
の
影
響
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
当
時
に
お
け
る
中
国
文
化
の
圧
倒
的
な
影
響
を
何
よ
り
も

よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
碑
文
の
郡
牟
王
物
語
は
、
高
句
麗
王
家

に
お
け
る
始
祖
王
の
神
格
化
と
王
権
の
超
越
性
の
根
拠
の
創
造
過

程
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
郡
牟
王
物
語
の
資
料
は
碑
文
以
外

に
墓
誌
に
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
見
て
い
き

た
い
。

三
　
牟
頭
婁
墓
誌
の
「
鄭
牟
王
物
語
」

　
牟
頭
婁
の
墓
誌
は
、
好
太
王
碑
の
所
在
す
る
現
在
の
中
国
吉
林

省
の
集
安
平
野
の
土
墳
か
ら
、
一
九
三
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て

の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
土
墳
は
、
約
三
メ
ー
ト
ル
（
Ｍ
）

四
方
の
正
方
形
の
主
室
と
、
約
三
Ｍ
Ｘ
約
二
Ｍ
の
長
方
形
の
前
室

の
二
石
室
を
持
っ
て
い
た
。
前
室
の
正
面
の
上
壁
部
分
に
墨
書
さ

れ
て
い
た
の
が
、
牟
頭
婁
の
墓
誌
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
文
字
の

残
存
状
態
は
き
わ
め
て
悪
く
、
本
来
八
百
字
ほ
ど
の
全
文
の
う
ち

最
大
で
も
三
三
四
字
し
か
判
読
で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
松
原
孝
俊
氏
〔
「
『
牟
頭
婁
墓
誌
』
の
神
話
学
的
研
究
」
（
佐
伯

有
清
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
伝
承
と
東
ア
ジ
ア
』
・
一
九
九
五

年
・
吉
川
弘
文
館
）
〕
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
三
年
と
一
九
七
八
年
に

古
墳
の
整
備
が
行
わ
れ
た
が
、
墓
誌
の
写
真
な
ど
は
発
表
さ
れ
て

お
ら
ず
、
現
在
も
池
内
宏
ら
『
通
溝
・
下
巻
』
（
日
満
文
化
協
会
・

一
九
四
〇
年
）
の
写
真
が
牟
頭
婁
墓
誌
の
唯
一
の
資
料
で
あ
る
と

い
う
。
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
牟
頭
婁
墓
誌
に
つ
い
て

は
、
八
種
類
の
鐸
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
本
稿
で
は

武
田
幸
男
「
牟
頭
婁
一
族
と
高
句
麗
王
権
」
（
同
『
高
句
麗
史
と
東

ア
ジ
ア
』
一
九
八
九
年
・
岩
波
書
店
）
の
輝
文
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
同
釈
文
に
は
文
字
の
「
偏
」
や
「
旁
」
の
み
が
示
さ
れ
た

文
字
か
お
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
省
略
し
た
。

２
　
『
牟
頭
婁
墓
誌
』
（
必
要
部
分
の
み
を
抜
粋
。
冒
頭
の
数
字
は

　
　
行
、
字
数
を
示
す
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

1
　
大
使
者
牟
頭
婁

２
　
又

一
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３
　
河
泊
之
孫
日
月
之
子
囲
牟

４
　
聖
王
元
出
北
夫
胎
天
下
四

５
　
方
知
此
國
都
最
聖
□
□
□

６
　
治
此
厘
之
圃
国
□
□
□
聖

７
　
王
奴
客
祖
先
□
□
□
回
因

８
　
飴
隨
聖
王
米
奴
客
□
□
□

９
　
之
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1
0
　
世
遇
官
恩
□
□
□
銀
笛
上

1
1
　
聖
太
王
之
世
□
□
□
□
□

2
0
　
恩
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2
1
　
官
客
図
□
□
□
□
□
□
再

2
2
　
牟
令
ｊ
□
□
□
□
□
□
□

2
3
　
慕
容
鮮
国
□
□
□
□
□
知

2
4
　
河
泊
之
孫
日
月
之
子
國
生

2
5
　
之
地
米
口
北
夫
胎
大
兄
脚

2
6
　
牟
□
□
□
□
□
ｊ
□
□
□

3
7
　
口
夫
□
□
□
□
□
□
□
□

3
8
　
口
河
泊
日
月
之
□
□
□
□

3
9
　
□
□
□
祖
大
兄
再
牟
壽
轟

4
0
　
□
□
於
彼
喪
亡
口
圃
祖
父

4
1
　
□
□
大
兄
□
□
大
兄
□
□

4
2
　
口
世
遇
官
恩
恩
口
祖
口
囮

4
3
　
道
城
民
谷
民
井
□
□
□
□

4
4
　
育
如
此
逞
至
國
苫
上
□
□

4
5
　
土
地
好
太
聖
王
縁
祖
図
□

4
6
　
恭
恩
教
奴
客
牟
頭
婁
□
□

4
7
　
困
敬
遣
令
北
夫
飴
守
團
題

4
8
　
泊
之
孫
日
月
之
子
聖
国
□

4
9
　
□
□
□
臭
天
不
弔
奄
便
□

5
0
　
□
□
奴
客
在
遠
哀
切
如
若

5
1
　
日
不
□
□
月
不
口
明
口
奴

5
2
　
面
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5
3
　
□
□
□
□
□
國
□
□
□
□

　
　
…
…
以
下
略
。

　
ま
ず
牟
頭
婁
墓
誌
の
年
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
1
0
か
ら
1
1
行
目

に
「
國
岡
上
聖
太
王
之
世
」
、
4
4
か
ら
4
5
行
目
に
「
國
岡
上
」
「
土

地
好
太
聖
王
」
、
4
9
行
目
に
「
臭
天
不
弔
」
と
あ
り
、
好
太
王
の

存
命
か
ら
死
去
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
来
か
ら
、
好
太
王
の
死
去

後
ま
も
な
く
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
好
太
王
碑
文
と
同
時

２２



期
の
五
世
紀
前
半
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
4
5
か
ら
4
7
行
目
に
か
け
て
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
牟
頭
婁
は
祖
父

の
代
の
縁
に
よ
り
「
奴
客
」
と
し
て
北
夫
余
の
守
備
を
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
「
奴
客
」
の
用
語
は
、
好
太
王
碑
文
に
二
箇
所
に
見
え
、

「
百
残
王
困
逼
。
献
出
男
女
生
口
一
千
人
。
細
布
千
匹
。
節
王
自

誓
。
従
今
以
後
。
永
錫
奴
客
」
、
「
而
新
羅
遣
使
白
王
云
。
倭
人
満

其
國
境
。
潰
破
城
池
。
以
奴
客
錫
民
。
蹄
王
請
命
」
と
な
っ
て
い

る
。

　
前
者
は
百
残
王
（
百
済
王
）
が
自
ら
今
後
は
奴
客
と
な
る
こ
と

を
誓
っ
た
と
い
う
文
脈
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
百
済
王

が
好
太
王
の
「
奴
客
」
と
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
後
者
に
つ

い
て
は
、
新
羅
（
王
）
が
好
太
王
に
訴
え
た
内
容
で
あ
る
が
、
倭

人
が
新
羅
王
の
「
奴
客
」
を
倭
人
の
民
と
し
た
と
い
う
理
解
と
、

倭
人
が
新
羅
の
国
境
に
満
ち
て
、
新
羅
の
城
池
を
破
壊
し
て
い
る

の
で
、
新
羅
王
は
好
太
王
の
「
奴
客
」
と
し
て
好
太
王
の
民
と
な

り
、
好
太
王
に
帰
服
し
て
好
太
王
の
命
を
請
け
た
い
と
い
う
理
解

が
成
り
立
つ
。

　
意
味
を
固
定
で
き
る
前
者
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
解
釈
を
後
者

に
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
「
奴
客
」
と
は
百
済
王

の
例
の
よ
う
に
、
支
配
領
域
（
百
済
の
地
）
の
支
配
を
継
続
し
た

ま
ま
、
好
太
王
に
服
属
す
る
形
態
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
。
し
た

が
っ
て
後
者
に
つ
い
て
も
、
新
羅
王
が
新
羅
の
領
域
支
配
を
継
続

し
た
ま
ま
好
太
王
に
服
属
し
た
い
と
求
め
て
い
る
と
理
解
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
、
倭
人
が
新
羅
王
に
従
来
の
支
配
領
域

の
支
配
を
承
認
さ
れ
る
形
で
新
羅
王
に
服
属
し
て
い
た
国
境
地
帯
の
支
配

者
を
、
倭
人
の
支
配
下
に
編
入
し
た
と
理
解
で
き
な
く
も
な
い
が
、
碑
文

以
外
に
牟
頭
婁
墓
誌
に
も
「
奴
客
」
の
用
語
が
見
え
る
の
だ
か
ら
、
「
奴

客
」
は
高
句
麗
王
へ
の
服
属
の
特
定
の
形
態
を
指
す
と
見
た
方
が
よ
い
）
。

　
つ
ま
り
、
牟
頭
婁
の
祖
父
は
、
高
句
麗
王
に
支
配
領
域
の
支
配

を
継
続
し
た
ま
ま
服
属
し
た
「
奴
客
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
孫
の
牟

頭
婁
の
代
ま
で
一
種
の
身
分
と
し
て
継
承
さ
れ
て
「
奴
客
」
と
い

う
身
分
称
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
７
か
ら
８
行

目
に
「
奴
客
」
の
祖
先
が
郷
牟
聖
王
に
随
っ
て
北
夫
余
か
ら
高
句

麗
に
や
っ
て
き
た
と
理
解
で
き
る
部
分
と
の
整
合
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
奴
客
」
の
祖
先
に
関
す
る
「
神
話
」
的
記
述
と
考
え
れ

ば
、
問
題
は
解
決
す
る
。
す
な
わ
ち
、
北
夫
余
か
ら
鄙
牟
聖
王
に

随
い
南
下
し
た
祖
先
と
、
南
下
せ
ず
に
北
夫
余
に
留
ま
っ
た
奴
客

の
祖
父
の
祖
先
が
存
在
し
た
と
い
う
状
況
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。

　
一
族
中
の
一
部
が
鄙
牟
聖
王
に
随
っ
て
南
下
し
、
他
の
一
部
は

北
夫
余
に
留
ま
っ
て
そ
の
地
の
支
配
者
と
な
っ
た
と
い
う
主
張
が

記
さ
れ
て
い
る
と
見
れ
ば
よ
い
。
現
実
に
は
牟
頭
婁
の
祖
父
は
北

一
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夫
余
の
一
部
地
域
の
支
配
者
で
あ
り
、
祖
父
の
代
に
高
句
麗
王
権

に
旧
支
配
地
の
支
配
の
継
続
を
承
認
さ
れ
て
服
属
し
、
高
句
麗
王

権
の
王
都
と
北
夫
余
の
旧
支
配
地
を
往
復
し
つ
つ
王
権
に
服
属
し

た
。
祖
父
か
ら
牟
頭
婁
に
至
る
三
代
の
間
に
、
始
祖
鄙
牟
王
に

随
っ
て
南
下
し
た
初
代
王
以
来
の
譜
代
の
臣
下
で
あ
る
と
い
う
物

語
を
創
造
し
、
自
己
の
家
系
の
王
権
へ
の
奉
仕
の
来
歴
の
古
さ
を

誇
示
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
牟
頭
婁
墓
誌
に
記
さ
れ
た
鄙
牟
王
物
語
で
あ
る
が
、
３

か
ら
４
行
目
、
2
4
か
ら
2
5
行
目
、
4
7
か
ら
4
8
行
目
に
「
河
泊
之
孫
。

日
月
之
子
」
と
あ
る
（
3
8
行
目
に
「
河
泊
日
月
之
」
と
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
）
。
朱
蒙
王
物
語
や
碑
文
の
鄙
牟
王
物
語
が
母
を

河
伯
の
娘
と
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
「
河
泊
の
孫
」
は
朱

蒙
王
物
語
や
碑
文
の
郡
牟
王
物
語
と
同
様
に
母
方
の
血
統
を
示
し

た
も
の
と
い
う
考
え
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
墓
誌
の
文
化
は
、

中
国
に
起
源
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
墓
誌
に
記
述
さ
れ
る
内
容

も
ま
た
中
国
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
軽
々
に
母
方
の
血
統
を
記
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　
中
国
の
墓
誌
で
は
、
「
○
○
之
孫
」
と
記
せ
ば
例
外
な
く
男
系

の
祖
父
を
意
味
す
る
。
母
方
を
記
す
場
合
に
は
碑
文
の
鄙
牟
王
物

語
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
母
は
○
○
の
娘
」
と
い
っ
た
記
述

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
牟
頭
婁
墓
誌
の
鄙
牟
王
に
つ
い
て
の
「
河

泊
の
孫
」
と
い
う
記
述
は
、
男
系
の
祖
父
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

「
日
月
の
子
」
と
い
う
表
現
は
男
系
系
譜
の
直
上
者
＝
父
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
そ
う
す
れ
ば
、
墓
誌
の
鄙
牟
王
物
語
は
、
碑
文
の
そ
れ
と
異
な

り
、
河
に
泊
す
る
存
在
の
孫
で
あ
り
、
河
に
泊
す
る
存
在
の
子
で

あ
る
日
月
の
子
が
鄙
牟
王
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
河
に
泊
す
る
存

在
と
は
、
河
の
神
つ
ま
り
は
水
の
神
と
考
え
て
よ
く
、
水
の
神
か

ら
日
月
が
産
ま
れ
、
そ
の
日
月
か
ら
郡
牟
王
が
誕
生
し
た
と
い
う

物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
日
月
は
し
か
も
、
太
陽
と
月
と
い
う
自
然
界
の
二
つ
の
存
在
と

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
つ
の
存
在
が
同
時
に
父
で
あ
る
こ

と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
「
日
月
」
と
い
う
表
現
は
、

自
然
界
の
太
陽
と
月
を
超
越
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
自
然
界
の

日
月
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
超
越
的
存
在
を
想
定
し
た
も
の
と
見

ざ
る
を
得
な
い
。
「
日
月
」
の
意
味
す
る
も
の
が
自
然
界
を
成
立

せ
し
め
て
い
る
超
越
的
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
父
で
あ

る
「
河
に
泊
」
す
る
水
の
神
も
ま
た
、
単
な
る
水
神
で
は
な
く
、

自
然
界
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
根
本
存
在
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

は
「
日
月
」
と
同
義
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
河
泊
の
孫
」
・
「
日
月
の
子
」
と
い
う
表
記
は
、

一
ｊ
４
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自
然
界
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
超
越
し
た
背
後
の
存
在
の
「
子
」

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
3
8
行
目
の
「
河
泊

日
月
之
」
と
い
う
字
句
は
、
前
後
の
欠
字
に
よ
り
何
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
か
不
明
で
は
あ
る
が
、
「
河
泊
」
も
「
日
月
」
も

と
も
に
酷
似
の
超
越
的
存
在
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
並
列

的
表
現
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　
牟
頭
婁
墓
誌
の
鄙
牟
王
物
語
に
「
河
泊
の
孫
」
と
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
説
明
の
便
宜
上
か
ら
男
系
の
直
系
を
意
味
す
る
こ
と
を

あ
る
い
は
強
調
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
を
朱
蒙
王
物
語

や
碑
文
の
郡
牟
王
物
語
の
よ
う
に
、
母
方
の
父
を
示
す
表
記
と
考

え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
事
情
に
変
化
は
な
い
。
そ
れ
は
実
際
上
の

血
統
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
観
念
的
な
血
脈
の
表
示
に
過

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
碑
文
の
鄙
牟
王
物
語
の

「
母
は
河
伯
の
女
郎
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
、
具
体
的
に
河
の

女
神
あ
る
い
は
水
の
女
神
と
想
定
し
な
い
方
が
よ
い
。
「
河
伯
の

女
郎
」
そ
の
も
の
が
河
と
か
永
と
か
と
い
う
自
然
界
に
存
在
す
る

女
神
で
は
な
く
、
自
然
界
を
超
越
し
た
女
神
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
意
味
で
は
「
河
伯
の
女
郎
」
は
、
自
然
界
を
成
立
さ
せ

て
い
る
至
高
存
在
の
中
国
的
表
現
で
あ
る
「
天
帝
」
と
同
列
に
位

置
す
る
存
在
と
見
な
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
両
者
の

間
に
子
の
鄙
牟
王
が
誕
生
す
る
物
語
は
構
想
で
き
な
い
。

　
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
の
は
、
碑
文
で
は
鄙
牟
王
が
「
剖
卵
」

と
し
て
天
上
界
か
ら
「
降
世
」
し
て
「
生
」
ま
れ
る
と
い
う
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
「
河
伯
の
女
郎
」
の
居
所
も
ま
た
、

「
天
帝
」
の
居
所
と
同
じ
く
天
上
界
な
の
で
あ
り
、
「
天
帝
」
と
同

格
の
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
比
す
れ
ば
、
東
明
王
の
母
は
現
実
世
界
の
人
間
で
あ
り
、

朱
蒙
王
の
父
は
太
陽
（
日
）
と
い
う
自
然
界
の
存
在
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
点
で
、
現
実
世
界
か
ら
の
超
越
性
に
乏
し
い
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
牟
頭
婁
墓
誌
の
鄙
牟
王
物
語
に
お
け
る

鄙
牟
王
は
自
然
界
を
超
越
し
た
存
在
の
血
脈
を
持
っ
て
い
る
が
、

そ
の
自
然
界
を
超
越
し
た
存
在
を
中
国
風
に
表
記
し
た
の
が
、
碑

文
の
鄙
牟
王
物
語
の
「
天
帝
の
子
」
・
「
母
は
河
伯
の
女
郎
」
と
い

う
表
現
で
あ
る
。
両
者
は
ほ
ぼ
一
致
し
た
観
念
に
基
づ
い
て
、
始

祖
の
鄙
牟
王
の
血
脈
を
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
碑
文
の
鄙
牟
王
物
語
に
見
ら
れ
た
天
上
界
↓
現
実
世

界
↓
天
上
界
と
い
う
超
越
性
を
最
終
的
に
保
証
す
る
円
環
構
造
が
、

一
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牟
頭
婁
墓
誌
に
も
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た

と
え
そ
の
部
分
が
欠
け
て
い
た
と
し
て
も
、
「
日
月
之
子
」
と
い

う
形
で
表
現
さ
れ
た
自
然
界
か
ら
の
超
越
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

好
太
王
碑
文
と
牟
頭
婁
墓
誌
に
記
さ
れ
た
鄙
牟
王
物
語
は
、
自
然

界
を
超
越
す
る
存
在
を
前
提
と
し
て
王
家
の
血
脈
の
起
源
を
そ
こ

に
求
め
た
。

　
か
か
る
自
然
界
か
ら
超
越
し
た
存
在
に
王
権
の
聖
性
の
根
源
を

求
め
る
発
想
は
、
自
然
界
を
成
立
さ
せ
て
い
る
根
本
理
念
を
説
く

仏
教
と
通
底
す
る
思
考
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
好
太
王
碑

文
と
牟
頭
婁
墓
誌
の
鄙
牟
王
物
語
は
、
高
句
麗
に
お
い
て
は
五
世

紀
前
半
に
か
か
る
超
越
性
を
観
念
で
き
る
段
階
に
到
達
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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